
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

1 20221006 株式会社幸和運輸（法
人番号
1180001108955)　代表
者荒田健一

愛知県名古屋市港区惟信
町4丁目10番7

本社営業所 愛知県名古屋市港区惟信
町4丁目10番7

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の
2

令和4年8月30日及び令和4年9月7日､監査方
針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認めら
れた｡(1)事故の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(2)運転
者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(3)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

32 0

2 20221011 株式会社笠原産業運
輸（法人番号
3080101008329)　代表
者笠原修

静岡県富士市八代町5-28 本社営業所 静岡県富士市八代町5-
28(61)

輸送施設の使用停止
(150日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和4年1月31日､監査方針に基づき､監査を
実施｡4件の違反が認められた｡(1)乗務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の研
修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の4)､(3)一般講習受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第
1項)､(4)輸送の安全確保の命令違反(貨物自
動車運送事業法第23条)

28 15

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

3 20221012 司静岡株式会社（法人
番号5180301027760)
代表者庄司只功

静岡県磐田市高見丘1234
番地

富士営業所 静岡県富士市伝法273-6 輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月6日及び令和4年3月2日､監査方
針に基づき､表富士運送合資会社（静岡県富
士市中之郷806）に対して監査を実施｡9件の違
反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項
第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)
点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､
(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定
の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
　監査の実施後、表富士運送合資会社の事業
を司静岡株式会社が譲受した事実が確認され
たため、司静岡株式会社に対して行政処分等
を実施。

6 6

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

4 20221019 株式会社ミナト運輸（法
人番号
8180001120383)　代表
者板橋一夫

愛知県名古屋市港区稲永
四丁目8番7-608号

蟹江営業所 愛知県海部郡蟹江町城四
丁目340番地

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年12月8日､監査方針に基づき､監査を
実施｡11件の違反が認められた｡(1)乗務時間
等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並
びに第3項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運行指示書
の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項)､(8)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)､(9)一般講習受
講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項)､(10)運行管理者の選任解任
届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第19条)､(11)事業報告書及び事業実績報告書
未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

10 10

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

5 20221019 アイライフマネージメン
ト株式会社（法人番号
1180001114648)　代表
者石田良幹

愛知県名古屋市中川区柳
森町502番地

中川営業所 愛知県名古屋市中川区柳
森町502番地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年12月20日､監査方針に基づき､監査を
実施｡10件の違反が認められた｡(1)事業計画
の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号)､(2)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(3)整備管理者の解任届出違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼
の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録
記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)
運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)特定
の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(10)事業報告書及び事業実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

7 7

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

6 20221019 サクラ運輸商事株式会
社（法人番号
1180001114053)　代表
者桜木信吾

愛知県名古屋市港区八百
島二丁目104番地

名古屋営業所 愛知県名古屋市港区八百
島二丁目104番地

輸送施設の使用停止
(200日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年12月21日､監査方針に基づき､監査を
実施｡10件の違反が認められた｡(1)事業計画
の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号)､(2)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録
不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(6)点呼の記録保存義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(7)乗務等の記録不実記載(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(8)乗務等の記録
保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(9)運行記録計による記録不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(10)運行記録計による記録保存義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

20 20

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

7 20221019 ＯＭＧ株式会社（法人
番号7180001118296)
代表者加藤智樹

愛知県一宮市萩原町高木
字佐名坪50番

本社営業所 愛知県一宮市萩原町高木
字佐名坪50

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和4年2月17日､無免許運転を端緒として､監
査を実施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時
間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未
受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(4)運行記録計による記録不実記録(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行指示
書の記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3第1項)､(6)運行管理者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第22条)

10 10

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

8 20221019 株式会社東端運輸（法
人番号
7180301016191)　代表
者大橋郁夫

愛知県安城市東端町白萩
29番地1

本社営業所 愛知県安城市東端町白萩
29番地1

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年2月28日及び令和4年3月7日並びに令
和4年4月8日､死亡事故を引き起こしたこと等
を端緒として､監査を実施｡9件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)
乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点
呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録
記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(8)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(9)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)

11 11

9 20221019 丸加運輸株式会社（法
人番号
3190001005745)　代表
者加田潔

三重県鈴鹿市須賀町753
番地2

鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市須賀町字乾
縄686-1

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年12月7日､死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡7件の違反が認めら
れた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間
等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)運転者
に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項)

5 5

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

10 20221024 丸共通運株式会社（法
人番号
1180301015538)　代表
者鈴木朝生

愛知県碧南市浜田町4丁
目34番地

衣浦営業所 愛知県碧南市浜町2番地
13

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和4年2月25日､監査方針に基づき､監査を
実施｡3件の違反が認められた｡(1)乗務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)

2 2

11 20221025 丸正運輸有限会社（法
人番号
5180302023560)　代表
者新井勝

愛知県豊田市寿町8丁目
23番地5

本社営業所 愛知県豊田市寿町八丁目
23番地5

輸送施設の使用停止
(250日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年11月16日及び令和4年1月24日､監査
方針及び酒気帯び運転による事故を端緒とし
て､監査を実施｡12件の違反が認められた｡(1)
事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間
等基準告示の設定違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項)､(3)乗務時間等基
準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(5)整備管理者の選任解任届出違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)
点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(8)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(9)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(10)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(11)運行管理者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第22条)､(12)損害賠償の支払能力確
保義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第14条第3号)

25 25

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

12 20221025 有限会社上倉建材（法
人番号
7080002009331)　代表
者上倉一仁

静岡県静岡市清水区山原
316-3

本社営業所 静岡県静岡市清水区山原
字宮前316-3

事業停止(7日間)及び
輸送施設の使用停止
(130日車)並びに文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和4年5月12日､公安委員会からの通知が
あったことから､監査を実施｡8件の違反が認め
られた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(2)不正改造車両運行違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)過積載運
行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第
3項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記
録計による記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項)、(8)過積載運行容認(貨物自
動車運送事業法第17条第3項)

13 13

13 20221026 太陽急配株式会社（法
人番号
3180001031115)　代表
者秋田幸二

愛知県名古屋市中村区稲
西町26

本社営業所 愛知県名古屋市中村区稲
西町26

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月8日､監査方針に基づき､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)事業計画の変
更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1
号)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(6)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)特
定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(9)一般講習受講義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第23条第1項)

14 14

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

14 20221026 有限会社ＩＳＢ（法人番
号1180302011783)　代
表者石川信吾

愛知県豊橋市細谷町字中
尾139番地1

本社営業所 愛知県豊橋市細谷町字中
尾139番地1

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年5月25日､監査方針に基づき､監査を
実施｡11件の違反が認められた｡(1)事業計画
の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告
示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(3)一の運行の勤務時間遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)
点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(7)点呼の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(8)運行指示書の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(9)運転者台帳の作成義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(11)特定の運転者に対する運転適性診断
未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

13 13

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

15 20221026 株式会社ＪＡＰＡＮ ＴＲ
ＡＮＳＰＯＲＴＥＲ．（法人
番号6190001020155)
代表者イビノソンフラン
シスフェリックス

三重県志摩市阿児町神明
1887番地2

本社営業所 三重県志摩市阿児町神明
1887番地2

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和4年3月29日及び令和4年6月20日､監査
方針に基づき､監査を実施｡12件の違反が認
められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2
号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)事
業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第5号)､(4)配置車両数
違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条
第1項第1号)､(5)整備管理者の選任解任届出
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2)､(6)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)､(10)一般講習受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､
(11)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第19条)､(12)事業
報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動
車運送事業法第60条第1項)

7 7

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

16 20221026 Ｔ・テクノサービス株式
会社（法人番号
7190001019907)　代表
者田中榮一

三重県四日市市小古曽東
1丁目3-25

本社営業所 三重県亀山市和田町字奥
安場1205番地

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和4年7月26日､監査方針に基づき､監査を
実施｡12件の違反が認められた｡(1)乗務時間
等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第6項)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項
並びに第3項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)事故の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の2)､(7)運行指示書の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の3第1項)､(8)運転者台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(10)特定の運転者に対する指導義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(11)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)､(12)事業報告書及び事業実
績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60
条第1項)

8 8

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

17 20221026 大石株式会社（法人番
号9180001006160)　代
表者大石浩

愛知県名古屋市港区善進
本町71

本社営業所 愛知県名古屋市港区善進
本町71

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年1月11日､監査方針に基づき､監査を
実施｡7件の違反が認められた｡(1)事業計画の
変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第2条第1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(5)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)一般
講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項)､(7)運行管理者の解任
届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第19条)

7 7

18 20221026 ＮＸトランスポート株式
会社（法人番号
8013301009305)　代表
者内海史夫

東京都千代田区神田和泉
町2

小浜営業所 福井県小浜市上野第37号
30番地1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の
2

令和4年3月15日及び令和4年3月18日､監査
方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認め
られた｡(1)整備管理者の業務不適切(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(2)定
期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の記載
事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2)､(4)点検整備記録簿等の不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の2)

28 10

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

19 20221026 ＮＸトランスポート株式
会社（法人番号
8013301009305)　代表
者内海史夫

東京都千代田区神田和泉
町2

敦賀営業所 福井県敦賀市高野35号下
石名田5番1

輸送施設の使用停止
(105日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の
2

令和4年3月15日及び令和4年3月18日､監査
方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認め
られた｡(1)整備管理者の業務不適切(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(2)定
期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の記載
事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2)､(4)点検整備記録簿等の不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の2)

28 11

20 20221026 ＮＸトランスポート株式
会社（法人番号
8013301009305)　代表
者内海史夫

東京都千代田区神田和泉
町2

福井支店 福井県福井市浅水二日町
145字金橋20番

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の
2

令和4年3月15日､監査方針に基づき､監査を
実施｡3件の違反が認められた｡(1)整備管理者
の業務不適切(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)､(2)点検整備記録簿等の記載
事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の2)

28 7

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和４年１０月分)

21 20221031 有限会社フロムワン
（法人番号
7180302017180)　代表
者藤田浩二

愛知県安城市大山町2-
15-26

本社営業所 愛知県安城市大山町2-
15-26

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和4年1月14日､監査方針に基づき､監査を
実施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)
点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行
指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1項)

6 6

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。


